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英語の副詞について

舟阪晃

0 まえがき

本稿の目的は，英語の副詞について，生成変形文法と格文法での扱い方を検討

しながら，概略的な議論をすることである。個々の副詞についての詳細な議論は

稿を改めることになる。

本稿では，副詞は指定辞（Specifier)の一つであるという立場をとる。つま

り， 「何かを指定する」というのが副詞の共通の特性であると思えるからである。

その「何か」は文，動詞，形容詞，副詞などであるが，本稿では，文と動詞に対

する指定辞としての副詞を対象とする。なお， 「副詞」という用語は，とくにこ

とわらないかぎり，単純副詞，副詞句，副詞節を含むものとする。また，接続副

詞はここでは扱わない。

議論の対象になるのはつぎの点である。(i~内での副詞の扱

い方の問題点ーたとえば，副詞は範疇概念なのか，関係概念なのか，また，副

詞という節点ば深層にある節点なのか，それとも変形で派生されるものであるの

か，など。(ii)副詞を指定辞と考えた場合，文指定辞の中にはどのようなものが含

まれるであろうか。もちろん，いわゆる「文副詞」はこの中に入るのであるが，

これ自体かなり混質的なものであり，内在すると考えられる階層を明らかにする

必要がある。さらに， 「文指定辞」といういい方をすれば，これまで副詞と呼ば

れていなかったものも，その機能が指定辞的であるということで，このわく内に

入ってくることになるであろう。これらが本稿で扱う主な問題点である。

1. Chomsky(1965)における副詞

生成変形文法のわくで議論をする場合， Chomsky(1 9 6 5)を出発点とするの

は，現在の時点でも，妥当であろう。本稿でも Chomsky(1965) での副詞の
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扱い方について検討を加えることにしよう。

Chomsky (1 9 6 5) の基底部書き替え規則の中には，いわゆる「副詞」と

いう節点はないが①，事実上，副詞をあらわしている節点はいくつかある。われ

われの議論に関係のある書き替え規則の部分を(1)-(5)にあげておく。

(1) S→NP Predicate Phrase 

(2) Predicate Phrase→Aux VP (Place) (Time) 

131 VP → { Copul虞言；:)(PP) (Man)1} 
V （心／redicate } 

(4) Predicate → { Adj 

(::) Predicate -Nominal} 

(5) PP→ direction, duration, place, frequency, etc, (Chomsky 1965 : 106 

-07) 

これらの規則の中で議論の対象になるのは，（2）の Place, Time, (3)の PP,

Man, それに(5)である c この段階ですでにあきらかなことは， Place, Time, 

Manを除けば，単純副詞や副詞節は除外されているということであるが，このこと

は指摘するだけにして，議論を進めることにする。

まず第ーに， Place, Time, Manという節点は NP,VPなどと一見するとち

がったものにみえるが，これらは範疇概念なのか，関係概念なのか，という疑問

が生じる。この問題は，まえもって，両概念の特徴が明らかにされていなければ

答がだせない性質のものであるので，一般的な観点から両概念を検討してみよう。

Chom幽yは両概念の説明のために，（6）と(7)をあげている。 (Chomsky 1965 : 

69) 

(6) Sincerity man frighten the boy 
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(7)について， Chomskyは，（i）この図では，範疇概念と関係概念とが混同され

ている，（ii) Subject, Predicate, MV, Objectは関係概念であり冗長な (re-

dundant)ものである，としている。(j)の主張については，まず最初に，範疇概

念は比較的わかりやすいが，関係概念というのはそれ自体性格がはっきりしない

概念であるといわざるをえない。とくに，関係概念そのものが定義されていない

のであるからなおさらである。しかし， Subjectや Objectは変形の過程でその

名称が変わらざるをえないことがあるということから，その概念の一つの特性が

認知できる c たとえば，能動文とそれに対応する受動文の Subject, Objectは

それぞれ占める位置が逆転するわけであるが， NPゃVPという節点を用いれば

そのような逆転に気をつかうことはない。この限りにおいて， Subject, Object 

は「関係的に」決まるといってよい。一方， Predicateという用語については，

関係概念であるということで，（7）からは排除されることになるが，前記の規則，

(1), (2)では Predicate Phrase, (3), (4)では Predicateという節点が用いら

れている。もちろん，ある観点からすると Predicate は関係概念であるという

ことを根拠にし，（1)-(4)の Predicateも関係的であるというのはまちがった議論

であることは明らかであるが，このあたりに誤解が生じる一因があるように思え

る。 Chomskyが Predicate は関係概念であると排除し，一方，（1)-(4)ではそ

の用語を使っていることから，問題点は関係的であるかないかよりも，むしろ，

き替え規則上必要な節点であるかどうかということであるといえる。したがっ

て，伝統的な関係概念でもそれが書き替え規則の中で正当な位置を占めれば，範
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疇として扱われることになる。さらに，生成変形文法らしいいい方をすれば，単

純に，（1)-(4)にでてくる節点はすべて範疇である，といってよい。なぜなら，

き替え規則にでてくる項目は範疇，複合記号に限られ，これらの節点は複合記号

でないわけだから，範疇にならざるをえない。つまり，関係概念の混入は最初か

ら前提されていないからである。もし，この考え方が正しいなら， Place, Ti-

me, Manは範疇ということになる。が，範疇として位置づけられている節点が

妥当なものであるかどうかは議論の対象になりうることはいうまでもない。たと

えば，（1)-(5)では Place,Time, Manなどが突然あらわれるのであるが， こう

いうやり方では，これらがいづれも副詞としての共通性を持っていることが説

明しにくくなる。したがって，これらの節点を支配する節点として「副詞」が設

定されてもよいといえる。

つぎに，（ii)の主張，つまり， Subject, Predicate, M V, Objectが冗長な

節点であるという主張は説得力がある。 (7)であきらかなように，これらの節点と

それらが直接支配する節点との間には一本の線だけがあり，また，支配されてい

る節点以外のものが支配されるということもない。たとえば Subject, Object 
② 

が直接支配するのはNPだけでそれ以外の範疇がくることはない。 Subject, 

Object の下に， N,DN, DAN, Sなどがあらわれても，また，特殊な変形が

かかって，たとえば， DNのNだけが，また， DANのAだけがあらわれても，

NPという節点があればすべてカバーできることになる。このように考えるなら，

Subject -ofは CNP, S〕，〇討ect-ofは (NP,VP 〕，p比d比ate — ofは

(VP,幻， MV-ofは（V,VP〕(Chomsky1 9 6 5 : 7 1)と指定できること

になる。さて，それでは， Place, Time, Manなどは冗長な節点であろうか。

もし，これらの節点の下に，いつでも，同じ範疇があらわれるとしたら，冗長な

節点であるといわざるをえない。が，実際は，これらは，単純副詞，副詞句，副

詞節などを支配するのであるから，冗長であるとはいえない。逆に， TTime, 

Place, Manなどのかわりに PPを用いれば単純副詞や副詞節はカバーしきれな

いことになるから， PPは必要十分な節点であるとはいえない。したがって結論
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的にいえば， Time, Place, Man などは範疇節点で， しかも冗長なものではな

く，単純副詞，副詞句，副詞節などをすべてカバーできるので妥当な節点である

といえよう。

第二に，（3）の規則の中にみられる (PP)(PP) について考えてみよう。これら

の節点は明らかに範疇であり，このことに関しては問題はないc また，これらは

節点Vと姉妹関係にあるわけであるが，共起制限上からいって妥当であるといえ

る。たとえば， dash into the room, remain in England などにおいて，そ

れぞれの PPは個々の動詞と共起制限をもつから， VとPPとをそれぞれ入れ替

えると非文法的な連続が生じることになる c が，一方，つぎのような問姻もある。

まず第ーに，すでにのべたごと<, PPでは単純副詞や副調節がカバーしきれな

いといえる。一方で， Place,Time, Man という包括的な節点を認めておきなが

ら，（3）で PPに固執するのでは，考え方に一貫性がないといえる。第二に， PP 

と姉妹関係にあるManとの間の関係が明らかでないc 最後に， PPが随意項目と

して二回でてくる根拠が示されていない。

第三に，（5）の規則は非常に奇妙なものであるといわざるをえない。左辺の PP

が範疇であることは問題ないが，右辺の項目の地位が不明である。基底部の書き

替え規則において，矢印の右辺にでてくるものは，語い範疇，語い項目，複合記

号のいづれかであるが，（5）の右辺はそのどれにもあてはまらない。しいていえば，

左辺の項目についての意味解釈を与えているものというしかない。とにかく，（5)

は理解に苦しむ規則である。

第四に，（3）における Manについて言及しておこう。この節点については，ニ

つの面から考慮されるべきであろう。第一に，基底部の書き替え規則にこの節点

がもちこまれたのは，受動文の説明のためであった。様態副詞と受動変形の可能

性との相補的関係に注目し， Man→by passive という規則を考えだしたのは，

一部のデータで相反するものがあるとはいえ，十分評価に値するものである。一

方，第二の面として， Manがそのまま様態副詞として派生されることもあるわけ

であるが，この点にはあまり注意が払われていなかったようである。このことは
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(8)の様態副詞表現の部分が(9)のような基底構造をもつという示唆，また，（10)とU1)

とのアンダーライン部に密接な関係があるという発言などから明らかであろう

(Chomsky 1 9 6 5 : 2 1 8 -1 9) c つまり，様態副詞は基底部になく，変形で

派生されるという考え方が一方であったわけである。もし，様態副詞がすべて変

形で派生されるとすれば，書き替え規則の Manは不要になり，受動変形の引き

金は Man以外のところに求めなければならなくなる。

(8) John gave the lecture with great enthusiasm. 

(9) John has great enthusiasm. 

UO) John married Mary with no great enthusiasm. 

Ull John was not very enthusiastic about marrying Mary. 

(Chomsky 1965 :218-19) 

これまでのところで， Chomsky(1 9 6 5)における副詞の扱い方について論

じてきたのであるが，いろいろの問題点があることがわかった。つぎに，同じわ

く組の中で改良できる点はないかを考えてみよう。 Chomsky(1 9 6 5 : 7 4)に

よれば，範疇は語い範疇と大範疇とからなり，語い範疇は語い規則の左辺にあら

われる項目である c 一方，大範疇は，右辺に •••X ・・・という連続をもち，その X が

語い範疇であるような規則の左辺の項目であるc この主張にしたがってこれまで

問頗としてきた節点を考えてみるとU2)―u5)のようになろう c

⑫ Time→{ iiv⑧ 
s 

U3) Place → ｛ Adv 
PP 
s 

U4) Man → ｛ Adv 
PP 
s 

U5) direction n→ ｛ Adv 
pp 
s 
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u2)一U5)は右辺に語い範疇を含んでいるのであるから，左辺の項目は大範疇とい

うことになり，また，右辺には交代しうる項目が二つ以上あるから，左辺の項目

は冗長なものでないといえる。しかしながら，（12)―U5)のように別々の規則にして

おいたのでは， Time, Place, Man, direction 等が同じく副詞として働いてい

るという事実が説明できなくなるので，総括的な節点として Adverbialを導入し

U6)のように書くことにしよう。

(16) 
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一方， Time, Place, Man, direction 等は意味的概念であるので Adverbial

→ ｛會｝とし，意味解釈の段階で Time,Place 等が，たとえば，範疇下の索

性として指定されるという考え方も可能である c この考え方によれば， Time, 

Place 等は意味的概念であるが，同時に，統語上でも認知できる区別であるか

ら，統語上の範疇に含まれているといえる c一方，もしこのように考えてよいの

なら，形容詞についても，色，形状，大小，新旧などの区別が可能であるといえ

そうであるが，これらの区別は統語上意味のない区別であるので副詞の場合と同

じに扱うことはできないc 二つの考え方のうち，後者の方がより簡潔な記述がで

きるようであるが，現時点では確言できない。

以上の議論をふまえて，規則(1)-(5)はつぎのように改良されると思われるc

(i) (16)によって Adverbialという深層の範疇が導入され， Place, Time, Man 

などはその支配下に入り，それらの間の共通性が示される c

(ii) Place, Time, Manなどは，（a)Adv, PP,Sを支配する範疇とみなされ

るか，（b）節点 Adverbialの素性として処理されるか，のどちらかであるc

(iii)規則(5)は排除される。

最後に， Chomsky (1 9 6 5)では扱えないが，改良案では扱える副詞の例を

いくつかあげてこの節の議論をおわることにしよう。
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(I'I)(i) Sometimes he gets a day's work in the gravel pit for $6.40, but it 

is not regular work. (T)④ 

(ii) Money had always played an important role in Japanese politics. 

(T) 

U8l (i) He desperately wished to be alone. (Odessa) 

(ii) He liked Mary considerably. (Quirk et al, 1972 :284) 

U9) (i) Come home, P.M. before you start a war. (T) 

(ii) John put the knife here. 

(20) Miki has long been an exasperating enigma. (T) 

2. Lakof fの扱い方

LakoffがVとAとをVERBという一つの範疇にまとめ，両者のちがいはV

ERB下の素性の価のちがいに依存している (Lakoff 1 9 7 0 : 11 5 f)とした

のは周知のことであるc その結果，文法記述が簡潔になるとしている c このよう

な考えをさらにすすめていけば，最終的には，非終端節点として認められるのは

S, NP, Vのみであるという (McCawley 1 9 71 : 2 9 2) c この結論からすれ

ば，当然，副詞はすべて変形によって派生され，最も深いレベルでの樹状図の中

には存在しないことになる。

つぎに， Lakoffの副詞の具体的な扱い方を調べてみよう。まず， Instrument

をあらわす副詞に関して 9 (21)の基底構造は(22)に近い構造であるという。

(2I) Seymour sliced the salami with a knife. 

四 Seymourused a knife to slice the salami. (Lakoff 1968 :6f) 

もし，これが正しいなら， Instrumentは基底構造にはなく，変形で派生される

ことになり，それだけ基底部が簡単になると思われる。しかし，一方，問縣点も

ある。まず，（i） (21)と四とはげんみつな意味でのパラフレイズにはなっていない

と思われる c たとえば 9 (21)では slice と with a knife とが同じ共起制限の領
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域に入っているが，（2］ではそうはいえない。

つぎに，（ii) t2加の形の文は可能であるが，それに対応するはずの(21)の形の文が

形成できないことがあるというデータ上の問題がある (Nilsen 1 9 7 2 : 10 -11)。

最後に，（iii) useという 目を，あたかも抽象的な動詞であるがごとく扱

っているようであるが，その妥当性が明らかでない。

様態副詞 Manについては，（23),、(24)にみられるごとく， Man に対応する形容

詞を含む構文から派生することになる。

闊 Youbeat your wife enthusiastically. 

(24) You are enthusiastic in beating your wife. (Lakoff 1970:165) 

このように考えると，つぎのようなプラスの点がでてくる。 （i)主語 Youと

Man enthusiasticallyとの間の共起制限が(24)では明示的にあらわれている。

(ii) enthusiastically, enthusiastic が，疑問や否定に関して同一の領域に入

っていることが，（23),t24)とも同じ方法で説明できる c 同時に，つぎのような問題

点もある c(i) Manがいつでもそれに対応する形容詞をもっており，（23), (24)にお

けるような対応関係があればよいが，これ に反する。(jj)Manと動祠beat

との間にある共起制限が(24)では説明しにくい。

に， Location, Reason, Frequency をあらわす副詞は，上位文の述

部から派生されるとしている c いま， Frequency についての例のみをあげるな

ら9 (25)は(26)のような樹状図をもつことになる。

醐 Doyou beat your wife often ? 

(26) S 

／ 
Q NP VP 

/¥  l 
N S V 

］tハ［王］ （Lakoff 1970: 171) 

-97 -



この取り扱い法のプラスの点は，（i)oftenが疑問や否定の領域内にあることが

明らかになり，また，（ii)下位の Sが前提されている文であることがわかるという

点である。一方，問題点としては，（i)often の素性が十V,+Adjであると

いう根拠が示されていない。もし，十V, +Adj という索性にこだわるなら，

often は形容詞であると考えられていることになる。 (jj)(26)では動詞 beat

と often との間の共起制限が説明しにくい。したがって，たとえば，t初のよう

な図を考えた場合， oftenとfortunatelyとの間の共起制限上のちがいが明示的に

はでてこないものと思われる。が，実際は， oftenは下位の Sの中の動詞と共起

制限をもつのであるが， fortunatelyにはそのような制限はない。

罰 s
／ 
NP VP 

／ 

It二［］jrdtJunatel

Lakoffの副詞の扱い方はいろいろの長所をもつので魅力的ではあるが，同時

に，多くの問題点もあることがわかった。要約すると，まず第一に，一般的にい

って，変形重視の立場では，構造間の一般的な関係は見事に説明できるが，不規

則なものは説明できないまでもしにくいといえる。このことは派生名詞に関して，

強力に主張できることであるが，副詞についても同じことがいえるように思われ

る。第二に， Instrument, Manの場合以外は，副詞は上位文の述部から派生

するという扱いをうけているが，この方法では，副詞と下位文中の動詞（その他

の構成要索）との間の共起制限が説明しにくいc第三に， Instrumentと Man

の場合のみ，他とちがった扱い方になっているが，副詞に対する疑問や否定の領

域からいえば， Instrumentや Manも上位文の述部と考えられるはずで，この点

からいって扱い方に一貫性がないといえるc

副詞という節点が深層にあるかないかという問題については， lakoffの場合，
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もちろん，否定的答になる。しかし，もしそうなら，一応副詞という表層の節点

は派生されるとしても，それが構造上どの要索とどのような共起制限をもつかと

いうことは，派生のどの段階でも一度も指定されない場合があるのではないかと

思われる。たとえば 9 (26)から often は派生されるが，それが下位 Sの中の動詞

と共起制限をもつという事実は，すでにのべたごとく，示されていない。かつて，

受動文の by+agentの処理について同じような問題が生じたといえよう。

Chomsky (1 9 5 7)では，by+agent は基底構造にはなく，受動変形の結果

生じるものとされた。したがって，派生後， by+agent の位置づけをするた

めに例のadhoc 規則國ゞ必要だったわけである。一方， Chomsky (1 9 6 5)では，

Man → by passiveという規則が書き替え規則の中に入れられたため， by+ 

agent の共起上の位置は深府の段階で指定済ということになり，前述の ad 

hoc 規則は不要になった。このように考えてくると，副詞についても，たとえ

万ー，すべての副詞が変形で派生されるとしても，それと他の構成要索との共起

制限を深陪でのべておく必要がある。もし，この考え方が正しいなら，副詞とい

う節点は深陪になければならないことになる c

第一節のおわりで， Chomsky (1 9 6 5)では扱えないが，改良案では扱える副

詞を列記しておいたのであるが，この節のおわりにあたって， Chomsky (1965) 

でも，また，改良案でもカバーしきれない，また， I..akoffの方法論でも扱えな

いと思われる副詞を含む文を列挙しておこう。

認(i) Naturally, many were eager to go to such a comfortable kind of 

labor. (Odessa) 

(ii) Unfortunately, for him, power also meant money, (T) 

(29) Incidentally, if you should get anything on Roschmann, we'd be 

delighted to have it. (Odessa) 

(30) But technically they were not called "secret files." (Odessa) 

(31J (i) Personally, I would like to engage the alliance of the Press of 

Germany to help, but it's forbidden. (Odessa) 
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(ii) Frankly, I am tired. 

御(i) Foolishly he tried to run for it. (T) 

(ii) Unwisely, the commission at first with11eld autopsy materials. 

(T) 

(.3:;) These tasks were supposedly concerned with the security of 

the Third Reich. (Odessa) 

3. 格文法での扱い方

上のリストは決して完全なものではないが，これらを見るだけでも多くの副詞

が説明されずにおかれていることがわかる。これらの副詞は，大部分，文副詞と

呼ばれるもので，文の構成要索ではなく，文全体を，おおかれすくなかれ指定し

ているものと考えられる。この節では，やや視点をかえて，これらの副詞を調べ

るために，格文法での扱い方を概観してみよう。格文法は，一つのモデルとして

は決して強力なものではないが，その発想法の中に示唆的なものが多くあるので，

ここでとりあげることにする。

3. 1 Fillmore の場合

Fillmore によれば， Sは面のように書き替えられる。

侶4) s→ Mod +Prop 

Modの中には，法，相，疑問，否定，文副詞，時副詞，その他の副詞が含まれ，

Propは一つの動詞といくつかの格からなっている( Fillmore 1 9 6 9 : 3 6 5 

-67 /1968: 23)。Propは"“tenseless set of relationships invo,— 

lving verbs and nouns " (Fillmore 1 9 6 8 : 2 3)であり，含まれる名詞は

動詞の下位区分に影署をもつものである (Fillmore 1 9 6 9 : 3 6 6)。つまり，

それらの名詞は動詞と共起制限をもつことになる。この考え方の中で，副詞がど

のような地位を持っているかが興味がある点であるが，結論的にいえば，副詞は

Mod の中にも， Propの中にもあることになる。両方の副詞の区別はかならず
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しも明白でないが， Fillmore によれば，主語や目的語になりうる副詞的要素

はPropに入り，それ以外のもの，たとえば， Time, Benefactive, Frequ― 

entative などは Modに属することになる。 (Fillmore 1 9 6 9 : 3 6 6)。

「主語や目的語になりうる」というのはNP的であるということで，たとえば，

匈⑯の Locative と Instrumentとは Propに入ることになる。

匈(i) It is windy in Chicago. 

(ii) Chicago is windy. 

⑳(i) Jolm opened the door with the key. 

(ii) The key opened the door. 

つぎに，いくつかの問題点を検討してみよう。まず第一に， Propに属するた

めの二つの条件が矛盾することがあるということである。条件の一つは， 「主語

や目的語になりうる」ということで，他の条件は， 「動詞の下位区分に影署をも

っ」ということである。たとえば Instrumentはこれらの条件の両方を満足させ

るので問題なしに Propの一員であるといえる。しかし，一方 Timeの場合は，

前述のとうり， Modに属しているのであるが，励をみれば Propに入ってもよい

ことになる。

⑳(i) It was windy on that day. 

(ii) That day was windy. 

また，前述のとうり， Benefactive, Frequentative はNP的でないために

Mod に入ることになるが， 「動詞の下位区分 もっ」という条件をとれ

ばPropに属することになる。この相反する二つの条件のうち，文法記述にとっ

てより重要なのは， 「動詞の下位区分に影響をもつ」ということ，つまり，構成

要素間の共起制限であるということはいうまでもない。

第二の問題点としては，格文法というのは単純副詞が扱いにくいわく組みであ

るということである。いわゆる副詞がすべて NPやPNPという形に遠元できれ

ばよいが，これはかならずしも期待できない。逆に， Stockwell et al (1 9 7 3 

）にみられるごとく，書き替え規則の中に Advという節点を入れておくことも可
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能であるが，これではあらたな問題を生じるだけで実質的な解決にはならない。

そのほか，副詞以外のところでもいろいろ問題があるが，それらは本稿ではとり

あげない。

さて，今度は，格文法が示唆する点に眼をむけてみよう。第一に，副詞には，

すくなくとも二種類あり，一つは Modに属し，他方は Propに入るらしいとい

うことであるc そしてその場合の区別の基準として副詞と他の構成要素との共起

制限の有無が重視されねばならないということである。たとえば withthe key 

は動詞と共起制限をもつが 9 (21)の fortunately はそのような制限をもたないc

さきほど「すくなくとも二種類」といういい方をしたのであるが，この二種類の

内部に種々の階屑が認知されるであろうことも十分予想できる c

第二に， Modの中に法，相，疑問，否定などが含まれるのであるが，これら

は文全体に関与する一種の指定辞 (Specifier) であるとみなせる c さらに，こ

れらと同列に，ある種の副詞が位置づけられていたのであるが，これらすべてを

文に対する指定辞という観点から整理できないものであろうか，というのが筆者

の考え方である c 指定辞という概念をさらに明確にするために， Nilsen (19 72), 

Chomsky (1 9 7 0) を検討することにしよう c

3. 2 Nilsenの場合

Nilsen (1 9 7 2)によれば，文は Modeと Proposition とからなり， Mode

は discourse specifiers (D S)と sentence specifiers (SS) とからな

ふ DSは発話（discourse) 全体に関係があるもので， ssは個々の文に関係

があるものである。 DSは，筆者が理解する限り，言語外的な要因であり，（Nil-

sen 1 9 7 2 : 3 0 -3 1),だれかがどこかで扱わねばならない問題ではあるが，本

稿には直接関係がないので省略することにする。 SSについては図のような説明

図が与えられている。
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ss 

⑳ perform— ance topicalization mode aspect 
I I I I 

asking neutral ability punctual 

praying passive necessity durative 

marrying affirmative obligation perfective 

declaring contrastive probability repe＇ titive 
commanding logical ＇ 

permitting inference ， 
christening 

(Nilsen 1972:30-31) 

⑳は一見すると当惑を感じざるをえないものであるが，ここでは欠点を探すの

はやめて， SSの性格の一端でも明らかにしておきたい。まず，‘‘performance" 

というのは，いわゆる遂行的分析 (performative analysis) と関連させて整

理ができそうである。そして，これが propositionの外に位置づけられている

のは妥当といえよう。 “topicalization "の下に， “passive " と “affirmati-

ve"とがある。 “affirmative " というのは仮構構成要素NEGを選択しなか

った場合の文であるから NEGの有無がここで扱われることになる。“passive" 

ば受動文の引き金であるが， Chomsky (1 9 6 5)とは大きなちがいがある。

" Mode’'は法助動詞や叙法の点から，その概念が明確化されよう。最後に，

"aspect’'は個々の動詞と密接な関係がある要因であるから Mode よりは Pro-

position nに近いものであるといえる。

以上の議論を通じて， Nilsenについては， DSとSSとを区別したこと， SS

の内容については明示的ではないが，将来形式的な観点から再考する必要のある

分野を示したこと，など評価できよう。

4. Chomsky (1 9 7 0)の指定辞 (Specifier)

Nilsenの SSはModeに属するものであるが， Chomsky (1 9 7 0) のそれ

は， Nilsenの用語を使えば， Proposition の中にあるものである c Chomsky 

によれば，l;J9)はu0のような樹状図で標記される。 (Chomsky1 9 7 0 : 2 1 1)。

⑳John proved the theorem. 
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(4fli 

s 

--------＝ ＝ 
N V 

I [Sp`¥ 
John 1 : N  

pa~t Iニニ
prove the theorem 

(4(1)における動詞指定辞〔 Spec,v]は時制をあらわしているc さらに 9 ¥40)には

でていないが，（ Spec,N]は冠詞， （Spec A〕は比較をあらわす表現を構成

する要素や強意詞などを含んでいる c この考え方を拡大していくと，形容詞（相

当語句）は名詞に対する指定辞となり，副詞は，文，動詞，形容詞，副詞に対す

る指定辞と考えられる。副詞を指定辞と認める立場は，様態副詞だけに限定され

ているが， Bowers (1 9 7 0)にみられる。(41)と⑫とは Chomsky(1 9 7 0)と

Bowers (1 9 7 0)との様態副詞の扱い方を示している c

(4I) (Chomsky 1970) 

s 
／ 
＝ ＝ 

］ ［S：喜＼
John 1 
Aux V Man 

Tns I Adv 

PJst』nq」ickly

(42) (Bowers 1970) 

s 

N V 
------¥ 
[Spec,V] V 
/ | 
Aux Man run 

John | | 
Tns Adv 
I I 
past quickly 

(41)では Manが動詞の指定辞であることが明示的にはでていない。が，（4別では，

その点が明らかである。一方 9 (4]ではAuxとManが姉妹関係になっているが，

それらの間には共起制限はないわけであるから，この点については妥当な分析で

あるとはいえない。また， Tnsの扱い方は両者とも動詞の指定辞であるが，共起

上からいえば，妥当でない。なぜなら， Tns によって動詞の下位区分が行なわ

れるということはないからである。 Tns によって動詞の形が変わるというのは

． 共起上の問題ではない。これらの問題点を除いた樹状図 くとすれば，（4卵のよ
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うになろう。

(43) 

S 

- /-
[Spec S] S. 
1 =------
Tns N V 

I ~ 
past John [Spec, V] v 

:[: 
quickly run 

(43)では， Tns は文指定辞で， Manは動詞指定辞となり，共起上妥当な説明

が与えられる。

5. 指定辞の階層

Ni !sen の文指定辞には単に副詞だけではなく，発話様式に関する項目も含

まれていたが，その扱い方は決して形式的(formal)であるとはいえない。 一

方， Chomskyの場合，指定辞は形式的に扱われているといえるが，その用い方

が限定され，カバーする範囲が狭いものになってしまっている。筆者の考え方で

は，方法論では形式的な基準，たとえば，問題の構成要素間の共起制限の領域な

ど，をもとに，文指定辞を拡大していき，文副詞ばかりでなく，発話様式に関す

る項目をも，同一のスケールの上で扱いうるのではないかと思われる。したがっ

て，文指定辞の種類とそれらの中にあると考えられる階層をあきらかにするとい

うことが大きい問題となろう。指定辞の階陪は(44)のように示されよう。

(44) S 

Sp二/、` ｀ ` 
Specifier2 ` ̀  ̀̀ s 

Sp~□\\s 
／ 
Specifierm 
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指定辞の階層は種々の指定辞をしらべた後，明らかにされねばならない。本稿

では，いくつかの文副詞をとりあげ，その中にいろいろの共起制限のちがいが認

められるということを示すだけにしておきたい。

(46) (i) Adv, I am eager to sign orders for tapping. 

(ii) Adv, John is eager to sign orders for tapping. 

(iii) Adv, I signed orders for tapping. 

(iv) Adv, John signed orders for tapping. 

(v) Adv, the President is tall. 

(vi) Adv, am I eager to sign orders for tapping? 

(vii) Adv, is John eager to sign orders for tapping? 

(viii) Adv, is the President tall? 

(ix) Adv, did John sign orders for tapping? 

(x) Adv, who signed orders for tapping? 

(xi) Adv, don't sign orders for tapping! 

(xii) Adv, sign orders for tapping! 

(xiii) Adv, for John power meant money. 

(xiv) More Adv, John signed orders for tapping. 

(xv) Not Adv, John signed orders for tapping. 

(46)は，上記の事実をしらべるため，英語の native speaker⑥の反応を集める

に際し，用意したわく組みである C (46)について，かんたんに説明しておこう c

(46)の Advの位置にいろいろの文副詞を入れ，文全体が“perfectlyall right " 

か，“grammatical but somehow tortured "か， “completelyout "か，

の判定を求めたものであるc それぞれの文について筆者が注目した点を(46)にあげ

ておこう。

(46) (45i): 一人称（主語），現在形，肯定文

(45 ii) : 三人称，現在形，肯定文

(45ii） ： 一人称，過去形，肯定文

(45iV) : 三人称，過去形，肯定文
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(45V) : 述部が＋stative,-intent 

(45 Vi) : (45 i)の疑問文

(45 Vii) : (45 ii)の疑問文

(45Viii) : (45 V)の疑問文

(45iX): (45iv)の疑問文

(45X) : wh疑問文

(45Xi): 否定命令文

(45xii) : 命令文

(45 Xiii) : for NP三人称の存在の可否

c 45 xiv) : More の存在の可否
(45 XV) : Not の存在の可否

Advの場所に入れた10の副詞のうち， 5の副詞についての判定結果を(47)にあ

げておく。丸印は “perfectly all right " X印は“completelyout "であるc

(47) Adv Frankly Personally Incidentally Happily Probably 
(46) 

i 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ii 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ii 

゜
X 

゜ ゜ ゜iv 

゜
X 

゜ ゜ ゜V 

゜
X 

゜ ゜ ゜vi X X X X X 

vii 

゜
X 

゜
X X 

Viii X X 

゜
X X 

ix 

゜
X 

゜
X X 

X 

゜
X 

゜
X X 

Xi 

゜
X 

゜
X X 

刈 X X X X X 

Xiii 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜xiv X X X 

゜ ゜XV X X X 

゜
X 
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仰であきらかになったことをのべてみよう c まず， Franklyは遂行的副詞

(performotive adverb) というべきものであるが，後続の文が平叙文の場合

は問題ない。が，疑問文の場合には問題がある。 (45Vii, iX, X)は可能である

が， （45 Vi, Viii)は不可になる。 (45Vi)が不可であるのは，主語が一人称であ

るためと思われるが， （45Viii)の場合はtall という辞書項目の問題のように思

える。 (48),(49)を考慮すると，疑問文の場合，問題になるのは後続の文の主語が一

人称のときであるが，このことはいわゆる遂行的分析により説明できるが，本稿

ではこれ以上立ち入らない。

⑱ Frankly, isn't she very stupid?(Greenbaum 1969:83) 

(49) { Seriously] {didyou likethe book? 

Frankly J l when will you leave?(Schreiber 1972:331) 

命令文については，否定の場合は可で，肯定の場合は不可になっている。さらに，

(50)でも肯定の命令文は不可になっている。これもさらに詳しく調べる必要のある

問題であるが，ここでは，こういった事実の存在を指摘するだけにとどめる。

(50)*[;：：三11yl]:11aswa:aboutthlS } 
Honestily I (Schreiber 1972:339) 

(45 xv)が不可である点から，この種の副詞は，それ自体否定されることはない。

また，（ 45XiV)からMoreによる修飾も不可能である。さらに， Franklyが内包

する時制は，後続の文の時制とは関係なく，現在であるといえる。以上の事実は

s 
詞ょうにまとめられよう。/＼、

(5l) Frankly J 
ヘQ s 
ヘNEG S 
／ 
Tns 

△ 
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つぎに， Personallyは最後にまわして， Incidentally を考えてみよう。

(41)の表から明らかなように， Incidentall とFranklyとの特徴は酷似し， （45 

Viii)がちがうのみである。 (45ii)はAdvの後に疑問文がくる場合であるが，

Incidentallyでは可， Franklyでは不可になっている。すでにのべたごとく，

Franklyと疑問文とが共起している例もみられるのであるから，この二つの副

詞は同じ類に属すると考えてよいであろう。

第三に， Happilyは非常に示差的な分布を示している。 Happilyと平叙文

との共起は，人称，時制等に関係なく，まったく自由であるといえる。一方，疑

問文，命令文はまったく認められないc さらに， Happilyは More ゃNotに

よって修飾されることが可能である c これらの事実は(52)のようにまとめられよう c
s 

"52) ~ 
NEG S 
／ 
Happily s 
/ 
Tns Lこ

第四に， Probablyを検討しよう c判定の結果は Happilyと類似しているが，

(45 Y:,/)のところに相違があるc 相違する点は一点のみであるが，この相違は非

常に大きいものであるe また，疑問文との共起についてはつぎの点に注意が必要

である C (53 i)の判定は(41)で示したものと一致しているが， （53 ii)になると

判定は可になる c 一方， （53 iii) (53iV)は両者とも可である C (53 ii)では

probableが疑問の焦点になっているが (53i)ではそうでない。

侶3) (i) *Did Frank probably beat all his opponents? 

(ii) Is it probable that Frank beat all his opponents ? 

(Jackendoff 1972:84) 

(iii) Probably Frank beat all his opponents. 

(iv) It was probable that Frank beat all his opponents. 

以上の事実をまとめてみると'54)になる。
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s 
(54) ----------probably S 

ヘNEG S 
ヘTns S 
／ 

最後に， Personallyをとりあげる。この副詞はやや特殊な性質をもっている c

他の副詞と比較してみると，疑問文や命令文とまった＜共起しない点では， Hap-

pilyゃ Probablyと同じである c 一方， Moreや Notとの共起が可能でない点

では Happilyゃ Probablyとちがった性質をもっている。また，平叙文の場合，

他の副詞ではまったく問題がないのに， Personallyでは (45iii, iV, V) で

不可になっている c これらの事実から， Personallyは他の副詞からはっきりと

区別されることになる。

以上，（47)の表をもとにして事実のみをのべて，ここでとりあげた文副詞の性質

のちがいを明らかにしてきたのであるが，これらの事実の説明は非常に興味のあ

る問題であるが，本稿の範囲をこえることになる c

6. あとがき

本稿では，まず，（j) Comsky (1 9 6 5)のわく組みの中で副詞という範疇の

地位について論じ， Adverbial という範疇を設定した方がよいことを示した。

つぎに，（ii)Lakoffの副詞の扱い方を論じ，これを否定し，深陪のレベルで副詞

をカバーする節点を認めることの妥当性を示した c さらに，（iii)格文法での副詞の

扱い方を検討し，形式的な観点から利用できるのは「指定辞」という考え方であ

ることを指摘した。(iv脂定辞の中には階層があると予想されるが，そのうち文副

詞のいくつかをとりあげ， natine speakerの判定をふまえて，文副詞の中にも

種々の区別があること，また，文副詞と他の指定辞(NEG,Q, Imp, etc)との

間に共起制限があることを示唆した。

以上，当初に限定した本稿の目標は達したといえるが，同時に，いろいろ未解

決の問題が残ったのも事実である c 特に，文副詞のデータの分析は，本稿では，
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一応の方法論を示したといってもよい程度のもので，さらに多くのデータを集め

てから再考するつもりである。 (1 9 7 6年 10月）

註

① Chomsky (1 9 6 5 : 7 2)でS→ AdverbialNP Aux VP という形式化

が行われていることを無視しているわけではないが，書き替え規則の内に明確

な位置をしめているとはいえないc

② 存在をあらわすthere-be構文のthereについては問題が残るが， ここで

は深入りしない c

③ Advは単純副詞： then, now, frequently, etc. 

④ 文尾のTは例文の出所が雑誌 Time(1 9 7 6 : May -September)であるこ

とを示すc 同様に， OdessaはFrederickForsyth : The Odessa File 

を指すc

⑤If  X is a Z in the PS grammar, and a string Y formed by a trans-

formation is of the same structural form as X, then Y is also a Z. 

(Chomsky 1957:) 

⑥ Robert P. Ing! is教授c
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